
次世代住宅ポイント制度について 

 

〇制度の概要 

2019 年 10 月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投

資の喚起を通じて、税率引上げ前後の需要変動の平準 化を図るため、税率 10％で一

定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、様々な商品等と交換できるポイント

を発行する。 

 

〇ポイント発行 

「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資

する住宅の新築・リフォーム（１０％適応される住宅）。 

新築：1 戸あたり上限 35 万ポイント リフォーム：1 戸あたり上限 30 万ポイント 

※上限特例 

①若者・子育て世帯がリフォームを行う場合、上限を 45 万ポイントに引上げ（既存 

住宅の購入を伴う場合は、上限 60 万ポイント 

②若者・子育て世帯以外の世帯で、安心Ｒ住宅を購入しリフォームを行う場合、 上限

45 万ポイント 

 

〇予算（２０１９年度予算） 

新築：1032 億円 リフォーム：268 億円 

 

〇スケジュール 

・ポイント発行申請 

申請開始  ２０１９年６月３日 

申請期限  予算の状況に応じて公表（遅くても２０２０年３月３１日） 

       （ポイントは予算がなくなり次第終了） 

〇商品交換申込期間 

２０１９年１０月１日～２０２０年６月３０日 

 

〇申請受付窓口 

10 月 1 日より中央支部で受付申請窓口を開設（住宅保証機構との委託契約） 






